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令和７年第４回伊南行政組合議会定例会議事日程 

 

 

 

組合長挨拶 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 会期の決定 

 

日程第３ 議案の上程及び提案説明 

議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例 

議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号） 

 

日程第４ 議案に対する質疑及び委員会付託 

 

日程第５ 一般質問 

 

日程第６ 委員長報告、質疑、討論及び採決 

 

組合長挨拶 

令 和 ７ 年 １２ 月 ２ ３ 日 

午後２時３０分 開 会 
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本日の会議に付議された事件 

議事日程記載のとおり 

午後２時３０分 開会 

○次  長（堀越 道子君） 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼）御着席ください。

（一同着席） 

○議  長（松澤 文昭君） 年の瀬を迎え、何かと慌ただしい時期となりました。 

先月開催されました伊南４市町村議会議員合同研修会では多くの伊南４市町村の議員の方々の御出席をいた

だきました。一堂に会して研修を行うことで新病院建設事業を進めるに当たり病院の現状と課題を理解、共有す

ることができ、新病院の建設について同じ認識の基で進める意識統一ができたと思います。 

新病院建設は伊南行政組合の中でも最も大きな事業であります。地域住民にとって最善なものとなるよう、議

会としても考えてまいりたいと思います。 

それでは、これより令和７年１１月２１日付、告示第９号をもって招集された令和７年第４回伊南行政組合議

会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

なお、１番 氣賀澤葉子議員、４番 小原晃一議員から、欠席の旨、届出がありました。 

議員定数１７名、ただいまの出席議員数１５名、定足数に達しております。 

本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

日程に従い会議を進行いたします。 

組合長より挨拶をお願いいたします。 

○組 合 長（伊藤 祐三君） 皆様、こんにちは。（一同「こんにちは」） 

令和７年１１月２１日付、告示第９号をもちまして令和７年第４回伊南行政組合議会定例会を招集しましたと

ころ、議員の皆さんには、御出席を賜り、感謝を申し上げます。 

さて、令和７年は残すところあと１週間ほどとなりました。 

振り返りますと、今年の夏は記録的猛暑となり、各地で統計開始以来最高となる高温を観測いたしました。夏

から秋にかけては広い地域で豪雨も発生いたしました。 

一方で、伊南地域では大きな災害はなく過ごすことができました。来年も災害等がない、住民の皆さんの生活

が守られるよう祈っているところであります。 

経済に目を転じますと、先週１９日、日銀が政策金利を３０年振りの高さとなります 0.75％へ引き上げまし

た。植田総裁は、米国経済の下振れリスクの低下や国内企業の賃上げ継続から追加利上げに踏み切ったと説明し

ています。さらに、金融緩和は調整段階であり、実質金利がなお大幅なマイナスであるため、引き続き政策金利

の引上げを行う方針を示しています。 

一方で、高市内閣は 20 兆円近い補正予算を決定し、来年度予算も総額 121 兆円を超え、過去最大規模になる

と伝えられています。 

株式市場は高値を維持していますが、日銀の利上げ後も大幅な円安は変わらず長期金利は２％を超えて上昇を

続けています。 

金融政策と財政政策が調和が取れるのか、インフレ状況に入った日本経済に適切な政策が取られるのか、来年
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の日本経済は大きな分岐点を迎えることも想定され、自治体として注視をしていく必要があると考えます。 

さて、伊南行政組合の事業の進捗状況であります。 

一般会計では、火葬場、衛生センター、不燃物処理等の事業について、関係機関や市町村と連携をして管理を

行っております。 

次に病院事業でありますが、９月末時点の延べ患者数は前年度と比べて入院が 12.1％、外来が 10.3％、収益

も 7.8％と、それぞれ減少をし、厳しい状況となっております。中南信のほぼ全ての公立病院が同様の状況であ

ります。 

これから厳冬期を迎え、入院患者が増加する時期となります。感染症の院内感染防止対策を継続するなど、万

全を期してまいります。 

新病院建設事業につきましては、現在、基本計画の見直しを進めております。この後、全員協議会において中

間報告をいたします。よろしくお願いをします。 

さて、今議会に提案します議案は条例４件、補正予算１件、計５議案であります。 

条例は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた一般職並びに病院事業管理者の給与制度改正、職

員の仕事と生活の支援拡充による勤務時間や育児休業等の改正、旅費の計算等に関わる規定を見直す改正であり

ます。 

補正予算は、病院事業会計の給与改定並びに収益見通しに基づく補正をお願いするものであります。 

本日提案いたします議案は、いずれも重要な案件であります。慎重なる御審議の上、適切な決定を賜りますよ

うお願いいたします。 

以上申し上げまして、第４回定例会開会に当たりましての挨拶といたします。 

よろしくお願いをいたします。 

○議  長（松澤 文昭君） ただいまから議事に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名をいたします。 

署名議員は会議規則第 78 条の規定により３番 池田幸代議員、６番 中山万宝議員を指名いたします。 

日程第２ 会期の決定について議題といたします。 

本定例会の会期は、あらかじめ本日の議会運営委員会において本日１日限りと決定されております。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期を本日１日限りとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日限りと決定いたし

ました。 

日程第３ 議案の上程及び提案説明を行います。 

議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例 

議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例 
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議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号） 

以上５議案を一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○事務局長（渋谷 昭二君） 議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊

南行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案説明を申し上げます。 

議案書１７―１ページをお願いいたします。 

提案理由でございます。 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、職員の仕事と生活の両立支援を拡充するため条例の

改正をするものでございます。 

今回の条例改正につきましては、根拠となります法律改正が地方公務員の育児休業等に関する法律のため、１

つの議案としまして提案するものでございます。 

既に、伊南４市町村、同様の条例改正がお済みでございますので、改正条文のみ説明をさせていただきます。 

議案書１７―２ページをお願いいたします。 

改正条文でございます。 

第１条は伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例になります。 

第 12 条第１項は引用しております条文の項ずれの修正。 

第 12 条の３を第 12 条の４とし、第 12 条の４を第 12 条の５とします。 

第 12 条の２の次に第 12 条の３を加え、第１項は伊南行政組合職員の育児休業に関する条例。 

第 21 条第１項の措置につきまして、第１号は仕事と育児の両立する制度や措置の周知、第２号は制度や措置

の請求の意向の確認、第３号は将来的に職員の職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に向けた意向

を確認をいたします。 

同条第２項は、３歳に満たない子を養育する職員に対しまして、前項同様に第１号は仕事と育児の両立支援に

資する制度や措置の周知、第２号は制度や措置の請求等の意向、第３号は将来的に職員の職業生活と家庭生活の

両立の支障となる事情の改善に向けた意向を確認をいたします。 

同条第３項では、第１項第３号と第２項第３号にて確認をしました意向に配慮することを定めます。 

第２条、伊南行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正になります。 

第 17 条は部分休業できない職員を定め、その要件変更の条文整備。 

第 18 条第１項と第２項は、これまでの部分休業を第１号部分休業に改めます。 

第 18 条の２から第 18 条の５を新設いたします。 

第 18 条の２は第２号部分休業を規定をいたします。 

同条第１号は勤務時間に１時間未満の端数が生じた場合の取扱い。 

第２号は年間の総取得時間の残時間が１時間未満の場合の取扱い。 

第 18 条の３は年間利用期間を定め、第 18 条の４は、第１号は非常勤職員以外の職員、第２号は非常勤職員の
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取得時間を規定をいたします。 

第 18 条の５は当初設定しました以後に変更できる特別の事情を規定をいたします。 

第 19 条と第 20 条は今回の法改正により新たに追加された引用部分の追加と項ずれの修正となります。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

また、施行日以降の経過措置を定めたものでございます。 

続きまして議案書の１８―１ページをお願いいたします。 

議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案説明を申し上げます。 

提案理由でございます。国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員及び一般職の任期付職員の給料月額並び

に期末手当及び勤勉手当の額を改定するものでございます。 

改正内容につきまして、本日、別にお配りをしております「議案１８号～第１９号 説明資料」と右上に記載

のある資料をお願いいたします。 

令和７年度給与に関する条例の改正概要になります。 

国家公務員給与改定の概要につきまして、８月７日、人事院勧告、１２月８日、給与関係閣僚会議閣議決定１

２月１６日、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律等、可決、成立がなされました。 

改定内容につきましては、①特別職の職員の期末手当を、年間 3.45 月を 0.05 月引き上げまして年間 3.5 月と

します。 

②一般職の職員の月例給を、若年層に重点を置きつつ、その他の職員も昨年を上回る改定を行います。 

期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ 0.025 月引上げ、年間 4.6 月を 4.65 月とします。 

通勤手当と宿日直手当の改定を行います。 

２、伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例の改正概要になります。 

今回の改正につきましては令和７年度分と令和８年度分の改正を行います。 

初めに令和７年度分の改正といたしまして、（１）給料表の改定でございます。国の給与改定に準じまして俸

給表の引上げを行います。 

（２）期末手当、勤勉手当の改定でございます。こちらも国の基準に準じまして年間 4.6 月を 0.05 月引上げ、

年間 4.65 月とするものです。 

支給方法につきましては表のとおりになります。 

本年６月期は支給済みのため、１２月期に期末手当と勤勉手当、それぞれ 0.025 月配分をいたします。 

令和８年度以降は６月期と１２月期の期末手当、勤勉手当、それぞれに 0.0125 月を配分をいたします。 

次のページにつきましては一般職の特定管理職員と定年前再任用短時間勤務職員の支給方法につきまして記

載をしておりますので、後ほど御確認をお願いします。 

なお、定年前再任用短時間勤務職員の該当職員はおりません。 

（３）令和７年度通勤手当の改正につきましては、従前の区分の距離数ごとに引上げを行います。 

（４）宿日直手当につきましても表のとおり引上げを行います。 

（５）給与改定に伴います所要額につきまして、一般会計分は給与 39 万 7,000 円、職員手当 25 万 2,000 円、
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合計 64 万 9,000 円となります。 

病院事業会計分につきましては、給与 4,430 万円、職員手当 1,330 万円、合計 5,760 万円となります。 

一般会計につきましては、職員構成の変更によりまして、給与、手当など、本年度予算内にて対応可能なため、

今回は補正はいたしません。 

以上が令和７年度分の改正となります。 

続きまして令和８年度分の改正の説明をいたします。 

（１）通勤手当につきまして、①現行６０km 以上までの区分になりますが、これを 100km 以上までに５km 刻

みの区分を新設をいたします。 

②通勤に使用する駐車場の利用料金につきまして、上限 5,000 円を限度に通勤手当として支給する改正を行い

ます。 

次のページをお願いいたします。 

３、伊南行政組合一般職の任期付職員の採用に関する条例改正でございます。 

（１）国の給与改定に準じまして俸給表の引上げを行います。 

（２）現行の業績手当を廃止しまして勤勉手当を支給する改定を行います。期末手当、勤勉手当を合わせまし

て年間 3.7 月の支給といたします。 

なお、この条例に該当します職員はおりません。 

改正条文の説明をいたします。 

議案書１８―２ページをお願いいたします。 

第１条は一般職の職員の給与に関する条例の令和７年度分改正になります。 

第９条の６、通勤手当は使用距離区分ごとに引上げを行います。 

第 17 条第２項、宿日直手当は、先ほどの資料のとおり引上げを行います。 

第 18 条第２項、期末手当は令和７年度に限る支給割合の引上げを、第 19 条第２項、勤勉手当も令和７年度分

に限る支給割合を改正するものでございます。 

別表第１の給料表につきましては、このページから議案書の１８―６ページまで、掲載のとおり改正するもの

でございます。後ほどお目通しをいただきたいと存じます。 

第２条につきましては令和８年度分の改正になります。 

第９条の６第２号、通勤手当につきましては、現行６０km までを 100km 以上までの区分を新設をいたします。 

同条に１号を加え、駐車場利用の支給内容を新設をいたします。 

次のページをお願いいたします。 

第９条の８及び第９条の 11 は条文の整備。 

第 18 条第２項は令和８年度以降の期末手当の支給割合について改正をします。 

第 19 条第２項第１号は令和８年度以降の勤勉手当の支給割合を改正するものでございます。 

第３条につきましては一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正でございます。 

第４条第１項、俸給表を改正します。 

同条第４項、業績手当を削除し、条文の整備を行います。 
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第５条第１項、勤勉手当を適用除外項目より削除し、同条第２項、勤勉手当を追加、期末手当、勤勉手当の支

給割合を改定をいたします。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行します。 

第２条及び第３条の規定につきましては令和８年４月１日より施行をいたします。 

第１条の適用期日につきましてそれぞれ規定をしております。 

○病院事務長兼経営企画室長（三枝 徳夫君） それではお願いいたします。 

議案書の１９―１ページをお開きください。 

議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案

説明を申し上げます。 

提案理由でございますが、病院事業管理者の給与は駒ヶ根市副市長に準ずる扱いとなっているところ、さきの

人事院勧告に伴い駒ヶ根市特別職給与条例改正がされましたので、これに準じて改定するためでございます。 

１９―２ページをお開きください。 

第４条ただし書ですが、期末手当の支給率を定める規定で、年間の支給月数を現行 3.45 月から 3.50 月に 0.05

月分を引き上げるよう改めるものでございます。 

附則において施行日は令和８年４月１日としております。 

なお、現在、病院事業管理者は不在であり、院長がその職を代理しておりますので、この条例により支給され

る対象者はおりません。 

説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○事務局長（渋谷 昭二君） 続きまして議案書２０―１ページをお願いいたします。 

議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案説明を申し

上げます。 

提案理由につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い旅費の計算等に係る規定等を見

直す改正を行うものでございます。 

改正の概要につきまして本日お配りをしました議案第２０号説明資料をお願いいたします。 

令和８年度伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の改正概要になります。 

１、改正概要です。 

国内外の物価上昇など、経済・社会情勢の変化に対応するとともに、職員の事務負担軽減を図る目的にて国家

公務員等の旅費に関する法律が改正をされました。 

伊南行政組合におきましても、物価上昇に対応し、公務旅行の際、職員に自己負担を生じさせることなく確実

に実費弁償を行うことを目的としまして条例改正を行うものでございます。 

２、改正内容につきまして、（１）日当、食卓料を廃止をいたしまして、宿泊手当へ一本化をいたします。従来

の旅費種目に規定をされております日当、食卓料を廃止し、代わりに宿泊手当を新設をいたします。 

宿泊手当の概要は表のとおりになります。 

定義と目的としまして宿泊を伴う旅行に必要な雑費に充てるための費用といたします。 
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支給額は、旅行中の宿泊の夜数に応じ１夜当たり 2,400 円の定額支給といたします。 

（２）宿泊料を上限付実費の宿泊費へ変更いたします。 

現行では定額の支給であります宿泊料を宿泊費へ変更いたします。 

宿泊費の支給につきましては、宿泊地の区分に応じ１夜当たりの上限額を超えない範囲内の実費支給となりま

す。 

宿泊基準は、地域の実情を勘案し、宿泊地の都道府県ごとに別表にて定めます。 

宿泊費への変更内容は表のとおりとなります。 

支給方法につきましては、定額支給から上限つきの実費支給に変更いたします。 

支給額の決定は、一律の額から実際に支払った宿泊費へ変更いたします。 

支給根拠となります領収書の提出が必須となります。 

次のページ以降につきましては各都道府県の宿泊基準一覧となります。後ほどお目通しをいただきたいと思い

ます。 

改正条文の確認をお願いいたします。 

議案書２０―２ページをお願いいたします。 

伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

第２条第１項第４号は「扶養家族」を「家族」へ用語統一を図ります。 

「配偶者（」の次に「婚姻の届出をしていないが、」を加え事実婚の配偶者を対象者に追加をいたします。 

「主として生計を維持している者」を「主として生計を一にする者」に改めまして、要件の緩和を図ります。 

同項の次に１号を加え、旅行役務提供者を定義づけます。 

第３条第５項は、旅行命令の変更や取消し、また死亡した場合の支出等を改正をいたします。 

新たに第６項と第７項を新設いたします。第６項は天災等における組合長が定める事情の支給、第７項は旅行

役務提供契約に基づく旅行役務提供者への直接支払いを定めます。 

第４条と第５条は、旅行命令を旅行命令等に改めます。 

第６条、旅費の種類につきまして、「日当、宿泊料、食卓料」を「宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費」に変更いた

します。新たに包括宿泊費を追加をいたします。 

同条第６項は、宿泊手当は１夜当たりの定額支給。 

第７項は、宿泊費、上限を超えない範囲の実費額の支給となります。 

第８項、包括宿泊費は移動、宿泊の費用として実費額の支給に改めます。 

第 10 項と第 11 項は条文の整備。 

第７条は旅費の費用弁償の性格を明確に定義をします。 

第８条は条文の整備。 

第９条は、過払い金がある場合、返納させる規定を新設をいたします。 

第 12 条の２、宿泊手当は別表第２の定額に改め、第２項に支給規定を定めます。 

第 13 条、宿泊費は別表第３に規定する定額の範囲内の実費額。 

第 14 条、包括宿泊費は移動の額及び宿泊費の額の合計に改めます。 
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第 16 条と 17 条は条文の整備。 

第 18 条、日額旅費は削除いたします。 

第 19 条第１項第２号は条文の整備。 

第 26 条、旅費の返納は、条例違反による旅費受給に対します返納制度を新設をいたします。 

別表第２、食卓料を宿泊手当に改めます。 

別表第３は宿泊地の区分ごとの宿泊基準額を新設をいたします。 

附則といたしまして、この条例は令和８年４月１日から施行いたします。 

施行日以降の経過措置を定めております。 

説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○議  長（松澤 文昭君） これをもって議案第１７号～議案第２０号の提案理由の説明を終結いたしま

す。 

次に 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号） 

を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○病院事務長兼経営企画室長（三枝 徳夫君） 議案書の２１―１ページをお願いいたします。 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号）の提案説明を申し上げます。 

今回の補正は、収益の見通しに基づく補正及び給与制度改正等に伴う人件費等の補正でございます。 

第２条は業務の予定量の補正で、172 人は当初予算における１日当たりの入院患者数の見込みですが、これを

152 人に引下げ年間５万 5,480 人に、次に、422 人は当初予算における１日当たりの外来患者数の見込みですが、

これを 382 人に引下げ年間９万 2,444 人に改めます。 

第３条 収益的収支及び第４条 資本的収支につきましては実施計画で御説明しますので、初めに２１―３

ページをお開きください。 

収入、医業収益の入院収益ですが、患者数が 11.6％減少する見通しにより 4億 4,300 万円の減額、外来収益は

患者数が 9.5％減少する見通しにより 2億 200 万円を減額するものです。 

次に医業外収益の補助金ですが、国の医療施設等経営強化緊急支援事業の生産性向上、職場環境整備等支援事

業補助金で 1,020 万円を増額するものです。 

病院事業収益全体では 6億 3,480 万円の減額補正となります。 

次に支出の医業費用の給与費ですが、今回の給与制度改正によって、給料、諸手当、法定福利費の３科目につ

きまして総額 7,630 万円を増加します。 

一方で、報酬につきましては、パート医師の派遣件数が昨年度より少なく済んでいることから減額し、給与費

全体では 6,130 万円の増額補正となります。 

次に材料費と経費ですが、患者数の減少見通しなどにより、材料費では 1 億 3,700 万円、経費は 2,750 万円、

それぞれ減額を行います。 
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病院事業費用全体では 1億 320 万円の減額補正となります。 

今回の補正によりまして、収支につきましては 5 億 4,200 万円悪化、予算上の医業収支が 10 億 6,300 万円、

純損益が 5億 5,600 万円赤字を見込むものとなります。 

２１―４ページをお願いいたします。 

資本的収支ですが、国の先ほど申しました医療施設等経営強化緊急支援事業の生産性向上、職場環境整備等支

援事業補助金を活用し備品の購入、更新を行うため、収入収支それぞれ 198 万円を補正するものでございます。 

議案書２１―２ページをお願いいたします。 

第５条につきましては職員給与費に係るものの補正、それから、第６条は薬品費、診療材料費等の購入限度額

に係る補正でございます。 

２１―５ページ以降の財務書類等につきましては後刻お目通しをお願いいたします。 

説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○議  長（松澤 文昭君） これをもって議案第２１号の提案理由の説明を終結いたします。 

ここで議案調査のため暫時休憩といたします。再開時刻を午後３時１０分といたします。 

午後３時０５分 休憩 

午後３時１０分 再開 

○議  長（松澤 文昭君） 本会議を再開いたします。 

日程第４ これより議案に対する質疑に入ります。 

議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例 

議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

以上４議案を一括議題といたします。 

質疑はございませんか。 

○１１ 番（坂本 紀子君） 最初の議案第１７号の質問なんですけれども、ここでいう「７７時間３０分」

とあるのを「３８時間４５分」と、それから同条第２号の「１０」とあるのを「５」とするというふうに書かれ

ているんですけれども、これの具体的な意味がちょっと分かりにくいんですけれど、これを説明していただきた

いと思います。 

○議  長（松澤 文昭君） 質問の意味、分かりましたか。 

もう一回聞いたほうがいいですか。 

もう一度、質問の趣旨をお願いします。 

○１１ 番（坂本 紀子君） 議案第１７号で、ページは１７―４の経過措置の中にあるんですが、その「７

７時間３０分」とあるのを「３８時間４５分」と、それから同条第２号中の「１０」とあるのを「５」とする、
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その意味、意味がちょっと分かりにくいんですけれども、それを分かりやすく説明していただきたいと思います。 

○事務局長（渋谷 昭二君） 説明いたします。 

これは経過措置でございまして、この令和８年３月３１日まで――この施行日までの間における、この第１条

の第２項につきましては、この時間を従前のものだという形で読み替えるという形になりますので、その部分に

つきましては、この今規定をされております７７時間３０分を３８時間４５分と、で、それぞれ第２項につきま

しても、それぞれ「「１０」とあるのは「５」とする。」というような形で、その適用期間までの関係のところの

期間を定めている、経過措置という形で定めているというものでございます。 

○議  長（松澤 文昭君） よろしいですか。 

○１１ 番（坂本 紀子君） その意味は分かるんですけれど、それは、この育休を取る人にとってメリット

があるか、デメリットなのか、そこら、それのあれがちょっと私には分かりにくいんですけれど、その、減るわ

けじゃないですか、時間が。だから、その減るっていうことがメリットになるのかデメリットになるのか、そこ

をちょっと分かりやすくして説明していただきたいんですけど。 

○事務局長（渋谷 昭二君） これにつきましては、現状が３８時間４５分、それぞれ第２項のほうを５とい

う形になっておりますので、なので、そこは、新しく、令和８年度以降は、何ていうんですか、時間が増えると

いう形で、それまでのものについて、従前のものは変わらないというような形で解釈をいただければというふう

に思います。 

○議  長（松澤 文昭君） よろしいですか。 

○１１ 番（坂本 紀子君） 分かりました。 

○議  長（松澤 文昭君） ほかに質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

ただいま提案されました議案第１７号～議案２０号につきましては、別紙議案付託表のとおり所轄の常任委員

会に付託いたします。 

次に 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号） 

を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

ただいま提案されました議案第２１号につきましては、別紙議案付託表のとおり所轄の常任委員会に付託いた

します。 

各常任委員会は、本会期中に内容を審査の上、議長まで審査結果の報告をお願いいたします。 

日程第５ これより一般質問を行います。 
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一般質問は、申合せにより、質問時間は３０分以内、質問回数は１項目につき３回までとなっております。 

また、質問者は一般質問席から質問を行い、答弁者は最初の答弁のみ登壇をお願いいたします。 

１０番 伊藤秀明議員の質問を許可します。 

伊藤秀明議員。 

〔１０番 伊藤秀明議員 質問席へ移動〕 

○１０ 番（伊藤 秀明君） それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。 

まず１番、現在の社会情勢、病院の経営状況は、建設当時とは全然違っている。物価高、人件費高騰、診療報

酬改定のマイナス改定により、９割の病院が赤字経営になっている。 

この９割という根拠ですが、2024 年、自治体の病院の決算からいきますと、８６％が経常赤字、で、９５％が

医業の赤字というデータがあります。 

で、そのように経営赤字になって、建設しても黒字経営の見込みがない、この状況を深刻に受け止め、慎重に

考えて進むべきと考えるが、見解をお聞きします。 

〔１０番 伊藤秀明議員 着席〕 

〔組合長 伊藤祐三君 登壇〕 

○組 合 長（伊藤 祐三君） お答えをいたします。 

御指摘のとおり、現在の社会情勢や医療を取り巻く環境は、当初の建設計画策定時とは大きく変化をしており

ます。物価や人件費の上昇、働き方改革への対応、また診療報酬改定の影響などによりまして、多くの医療機関

が厳しい経営環境に置かれております。 

伊南行政組合としましても、この状況を深刻に受け止めております。 

こうした状況を踏まえまして、病床規模や延べ床面積を含めた基本計画の見直し作業を進めております。その

中で、概算事業費の再算定と併せ、収支シミュレーションも改めて行います。 

開院後、しばらくの間、経常損益において赤字となることは、一定程度想定されます。 

ただ、事業の持続可能性を判断するには資金繰りを含めたキャッシュフローがどのように推移するかが重要な

ポイントだと認識をしております。 

また、建設市況につきましても、大手ゼネコンへのサウンディング調査の結果から、労務費や資材価格の高騰、

働き方改革による工期の長期化、建設会社や設備会社の繁忙状況などから、厳しい環境は当面続くものと見込ま

れます。 

こうした課題を踏まえまして、来年２月下旬に開催予定の伊南議会全員協議会におきまして基本計画の改定案

をお示しをし、病床規模、延べ床面積、概算事業費、収支計画等につきまして説明をさせていただく予定であり

ます。 

引き続き、議会の皆様の御意見も伺い、慎重に事業を進めてまいります。 

〔組合長 伊藤祐三君 降壇〕 

〔１０番 伊藤秀明議員 起立〕 

○１０ 番（伊藤 秀明君） 先ほども収支決算の病院のを見たんですけれども、マイナスばかりであって、

当然、どう考えても、人口、少なくなって、入院患者も少なくなって、黒字で、病院経営がこれで大丈夫かとい
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う、非常に心配いたします。 

多分、建設中でも物価と人件費は必ず上がっていきます。それも見込んでやっているんならいいです――いい

というよりも、もう楽観的にはとても考えられる状況ではありません。 

２番に移ってまいります。 

当初計画に比べ、大幅に建設費が 107.6 億円の増額になりました。 

現病院を大規模改修して、改めてその場所でやるということも考えられるんですけれども、そこら辺の見解を

お願いいたします。 

〔１０番 伊藤秀明議員 着席〕 

〔組合長 伊藤祐三君 起立〕 

○組 合 長（伊藤 祐三君） お答えをいたします。 

基本計画の策定段階では、移転新築の方針、そして建設工事につきまして説明を申し上げまして、この伊南議

会の皆様をはじめ、市町村議会、住民の皆様にも御理解をいただき、御了解を得て進めております。 

大規模改修を行った場合も、現行の施設基準に適合させるには、病室や廊下の寸法の確保、給排水や電気設備

などの配管更新を含む大規模な工事が必要となり、多額の費用が発生することになります。 

さらに、将来的には建て替えが不可避であることは明らかであります。現施設に多額の投資を行うより、適切

な時期に建て替えを行うほうが、施設面のみならず、運営面や経営面において投資効果が高いと判断をしたとこ

ろであります。 

加えまして、病院運営はお医者さんをはじめとする医療従事者の確保、定着に大きく左右されます。今日的な

医療ニーズに対応した施設や設備、働きがいを持って長く働き続けられる職場環境を整備することは、人材確保

の観点からも極めて重要であります。結果としまして、患者さん、そして住民の皆さんの安心につながるものだ

と考えます。 

こうした点を総合的に判断をいたしまして、移転新築が最も望ましいと、皆さんとともに結論に至った次第で

あります。 

現在、その基本計画の新たな見直しを進めているところでございますので、引き続き御理解、御協力をお願い

をいたします。 

〔組合長 伊藤祐三君 着席〕 

〔１０番 伊藤秀明議員 起立〕 

○１０ 番（伊藤 秀明君） 今の答弁、聞いていますと、もう大規模改修してやるということは、もう考え

ていないということを理解しました。 

私の個人的な考えですが、費用もかかるでしょうけれども、あれを補修して、大規模して、リニューアルして、

それも選択肢の一つかなと思っていたんですけれども、方針がそういうことは考えていないということならば、

やむを得ないという考えになります。分かりました。 

３番に移ってまいります。 

これは新病院開院後の話ですが、現在の病院、あれの利活用、解体して更地にするのか、それとも病院の建物

を、どこか、言って、欲しい業者に転売、売却するとか、そこら辺の、その現病院をどうするかを考えているか
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をお聞きします。 

○病院事務長兼経営企画室長（三枝 徳夫君） 新病院開院後の現病院の取扱いについて御質問いただき

ましたので、お答えさせていただきます。 

現病院の敷地につきましては、約３分の２を４人の地権者と賃貸契約を締結しお借りしている状況にあります。

契約に基づき土地を返還する必要があることから、建物及び構築物を解体、撤去することが基本となっておりま

す。 

返還方法としては、更地や農地の状態で返還する方法のほか、全部または一部を何らかの事業者の利用に供す

る方法なども考えられますが、土地につきましては地権者の皆様の個人資産であることから、まずはそれぞれの

御意見を最優先に考える必要があると認識しております。 

既に地権者の皆様とは後利用について協議をしておりますが、引き続き丁寧な話合いを継続し、今後、必要に

応じて地元である駒ヶ根市の支援も受けながら検討してまいりたいと考えております。 

新病院建設事業につきましては、伊南地域にとっても５０年に１度とも言える大規模事業でありますので、今

後とも、議員の皆様をはじめ、住民の皆様の御理解と御協力を賜りながら、慎重かつ着実な事業推進に努めてま

いりたいと思います。 

以上でございます。 

〔１０番 伊藤秀明議員 起立〕 

○１０ 番（伊藤 秀明君） 以上で質問を終わります。 

〔１０番 伊藤秀明議員 復席〕 

○議  長（松澤 文昭君） これにて１０番 伊藤秀明議員の一般質問を終結いたします。 

ここで委員会審査のため暫時休憩といたします。再開時刻は放送をもってお知らせいたします。 

午後３時３０分 休憩 

午後４時２０分 再開 

○議  長（松澤 文昭君） 本会議を再開いたします。 

日程第６ 委員長報告、質疑、討論及び採決を行います。 

初めに総務衛生委員会へ付託した案件について委員長報告、質疑、討論を行います。 

議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例 

議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

以上３議案を一括議題といたします。 

総務衛生委員長より審査結果の報告を求めます。 

○総務衛生委員長（宮脇 寛行君） それでは総務衛生委員会の審査結果の報告をいたします。 

本日の会議において本委員会に付託されました議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関

する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、本日、委員会を開き
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内容を慎重に審査した結果、全員の賛成により本案を可決すべきものと決しましたので報告いたします。 

次に、議案第１８号 伊南行政組合職員一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について、本日、委員会を開き内容を慎重に審査した結果、全員

の賛成により本案を可決すべきものと決しましたので報告します。 

なお、質疑として、通勤手当について「新たに６０km 以上の規定を定めているが、該当者がいるのか」という

質問がありまして、「現時点ではいない」ということでありますが、「人材確保のため、必要により支給できる制

度をつくった」と、こういうお話でございました。 

次に、議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、本日、委員会

を開き内容を慎重に審査した結果、全員の賛成により本案を可決すべきものと決しましたので報告いたします。 

なお、質疑はありませんでした。 

以上です。 

○議  長（松澤 文昭君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

次に病院厚生委員会へ付託した案件について委員長報告、質疑、討論を行います。 

議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号） 

以上２議案を一括議題といたします。 

総務厚生副委員長より審査結果の報告を求めます。 

○病院厚生副委員長（中塚礼次郎君） それでは病院厚生委員会の審査結果の報告をいたします。 

本日の会議において本委員会に付託されました議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例について、本日、委員会を開き内容を慎重に審査いたしました。その結果、全員の

賛成により本案を可決すべきものと決しましたので報告いたします。 

なお、審査の過程で出された質疑はございませんでした。 

それでは、次に、病院厚生委員会の審査結果の報告として、本日の会議におきまして本会に付託されました議

案の第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号）について、本日、委員会を開き内容を

慎重に審査した結果、全員の賛成により本案を可決すべきものと決しましたので報告いたします。 

なお、審査の過程で出された質疑でありますが、「当初予算に対しマイナスが大きい。当初予算の立て方はど
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うしているか」という質問に対しまして、「患者の見込みと単価の見込みで予算をつくっている」と、「今回の補

正のマイナスについては、整形外科医師の退職等を見込めなかったため大きくマイナスの補正となっている。な

お、来年１月より外来のみ整形外科医師が来ていただけるということにはなっておる」という報告がありました。 

以上、報告に代えさせていただきます。 

○議  長（松澤 文昭君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

これより議案の採決を行います。 

議案第１７号 伊南行政組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び伊南行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１７号は原案のとおり可決されまし

た。 

次に議案第１８号 伊南行政組合一般職の職員の給与に関する条例及び伊南行政組合一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案は委員長の報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１８号は原案のとおり可決されまし

た。 

次に議案第１９号 伊南行政組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたし

ます。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されまし
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た。 

次に議案第２０号 伊南行政組合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２０号は原案のとおり可決されまし

た。 

次に議案第２１号 令和７年度伊南行政組合病院事業会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は可決であります。 

本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議  長（松澤 文昭君） 御異議なしと認めます。よって、議案第２１号は原案のとおり可決されまし

た。 

以上をもちまして本定例会に付議された案件は全て終了いたしました。 

ここで組合長より御挨拶をお願いいたします。 

○組 合 長（伊藤 祐三君） 令和７年第４回伊南行政組合議会定例会の閉会に当たりまして挨拶を申し上

げます。 

今定例会に提案いたしました全ての議案につきまして、慎重なる御審議の上、原案どおり決定賜りましたこと

に、心から感謝を申し上げます。 

今議会を通じて賜りました御意見などは組合事業運営に生かしていくよう努力してまいります。 

議員の皆さんにおかれましては、今後とも御指導、御協力をお願いいたします。 

令和７年の年の瀬を迎え、慌ただしい時期となりました。寒さが一層厳しくなる時期でもあります。議員の皆

さんには、御自愛をいただき、ますます御健勝で御活躍されますとともに、迎える年が伊南地域住民の皆さんに

とりまして明るく輝かしい一年でありますよう心から祈念申し上げ、閉会に当たりましての挨拶といたします。 

一年間、ありがとうございました。 

○議  長（松澤 文昭君） これをもって令和７年第４回伊南行政組合議会定例会を閉会といたします。 

お疲れさまでございました。 

○次  長（堀越 道子君） 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼） 

午後４時３７分 閉会 
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